


 

事 務 連 絡   

平成２３年１０月２１日  

 

 

 各都道府県介護保険主管部局 御中 

 

 

厚生労働省老健局老人保健課    

 

 

生活不活発病予防の取組について 

 

 

東日本大震災の被災高齢者等への必要な支援の確保に関して、多大な御尽力

をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、東日本大震災で被災された方々の仮設住宅等への入居が進められてい

るところですが、今後は、仮設住宅等での生活の長期化が予想されます。 

仮設住宅等での生活を送る中で、住環境や生活リズムの変化から、高齢者の外 

出頻度や運動量の低下が多くみられており、特に生活不活発病予防の取組を積

極的に行うことが必要です。 

つきましては、仮設住宅団地等に設置される介護等のサポート拠点（以下「サ

ポート拠点」という。）等を活用した被災高齢者に対する取組について、下記の

とおり御提案いたしますので、こうした取組を積極的に推進していただきます

ようお願いいたします。 

また、被災地以外の都道府県におかれましても、当該取組について御了知い

ただくとともに、必要に応じて、御支援いただきますようお願いいたします。 

なお、本事務連絡については、老健局振興課、職業安定局と協議済みである

旨、念のため申し添えます。 

 

記 

 

１．健康生活サポーター（仮称）実践養成事業  

保健師等が、地域住民に対して、生活不活発病予防に係る研修を行い、健康

生活サポーター（仮称）の養成を行います。健康生活サポーター（仮称）が、

閉じこもりがちになっている高齢者等を訪問し、健康・生活相談を行うととも

に、サポート拠点内のサロンや介護予防に資する事業への参加を促します。ま

た、サロンや介護予防に資する活動の開催を積極的に行う役割も担います。こ

れにより、地域一体となった生活不活発病予防に取り組むことを目的とします。



また、この健康生活サポーター（仮称）の育成に際しては、地域の運動普及推

進員等の既存のボランティアを積極的に掘り起こし、活用して下さい。 

宮城県本吉郡南三陸町で行われている好事例を、参考に送付いたしますので、

地域の実情を踏まえ、積極的に取り組んでいただくようお願いいたします。ま

た、時間割やテキスト等、研修に用いる資料例を追って送付いたしますので、

適宜ご活用ください。 

なお、健康生活サポーター（仮称）の名称に関しては、地域の実情にあった

独自の名称をご使用ください。 

 

２．健康相談室の設置推進 

生活不活発病予防のためには、こころと体の健康の状態の把握が必要です。

地域の医師会や看護協会とも十分に連携の上、サポート拠点や仮設診療所の空

き時間等を利用し、看護師等による健康相談室を設置することが効果的です。

健康相談等により、生活不活発病を早期に発見し、健康生活サポーター（仮称）

による活動への紹介等を行うことができます。 

 

３．訪問型健康相談の推進 

閉じこもりがちになっている高齢者等に対しては、診療所や訪問看護事業所

等を積極的に活用し、看護師等が、要支援・要介護認定者の訪問のみならず、

要介護認定を受けていない高齢者への積極的な訪問を行うことも効果的です。 

看護師等が、訪問して健康相談等を行うことから、生活不活発病を早期に発

見し、健康生活サポーター（仮称）による活動への紹介等を行うことができま

す。 

 

４．事業費について 

上記事業の運営費については、介護基盤緊急整備等臨時特例基金における地

域支え合い体制づくり事業費、雇用創出基金事業を活用することが可能（別添

２、３参照）ですので、各管理運営要綱等を踏まえ、適切にご活用いただきま

すようお願いします。 

なお、雇用創出基金事業は、各自治体が地域のニーズに応じて、失業者の雇

用の確保のために必要な事業を実施するものです。このため、１．の実施にお

いては、各都道府県の雇用対策担当部局と相談の上、雇用創出基金事業を活用

することができます。雇用創出基金事業を活用する場合、養成した健康生活サ

ポーター（仮称）は、都道府県又は市町村が臨時職員として直接、あるいは事

業の委託を受けた社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間企業等が当該事業を実施す

るための職員として雇用することが可能です。また、２．及び３．の実施にお

いては、各都道府県の地域支え合い体制づくり事業担当部局と相談の上、同事

業を活用することができます。 
























